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定期監査報告書

１ 監査の基準

地方自治法の規定に基づき、川西市監査基準に準拠して実施した。

２ 監査の種類

定期監査（地方自治法第 199 条第 4項）

３ 監査の対象

下記の監査対象部局に対して、令和 4年度（令和 4年 4月 1 日から同年 11 月 30 日）の

財務に関する事務の執行を主体に監査を実施した。

また、必要に応じて地方自治法第 199 条第 2項に基づく事務の執行についても監査を実

施した。

上下水道局

経営企画課、給排水設備課、水道技術課、浄水課、下水道技術課、雨水・汚水ポンプ場

４ 監査の着眼点及び主な実施内容

監査対象部局に対し、上記 3に関する書類の提出を求め、予算の執行が適正かつ効率的

に行われているか、財務に関する事務が法令の諸規定に準拠して処理されているかを着眼

点として、関係書類を調査するとともに、関係職員から弁明、見解等の聴取を行った。

なお、現地調査は、上記対象部局の他、下記のとおり抽出を行った。

久代浄水場、旧滝山配水池、湯山台倉庫

５ 監査の実施場所及び日程

実施場所：監査委員室、監査委員事務局及び監査対象部局

実施日程：令和 4年 12 月 8 日から 5年 3月 30 日まで

６ 監査の結果

上記 1 から 5 までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務

が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及

び運営の合理化に努めていることがおおむね認められた。

しかし、事務の一部に改善、検討を要する事例が見受けられるとともに、前回の定期監

査で指摘した事項についても、措置又は改善がされていないものが見受けられたので、適

正な事務の執行に留意されたい（指摘事項等は、それぞれ監査時点のものである）。

なお、留意、改善すべき事項のうち、軽微な事項については、その都度、口頭で指示し

たので省略している。

(注)本報告書における表示方法は、下記のとおりである。

（1） 文中の金額 万円単位で表示している場合、表示単位未満の端数は切捨て

（2） 文中・表中の比率 表示単位未満の端数は、四捨五入
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１ 給水装置及び排水設備の無届による工事について

水道事業における給水装置工事及び下水道事業における排水設備工事（これらの工事を以

下「工事」という。）については、管理者が承認した指定の事業者が実施すること、また、工

事の内容についてあらかじめ管理者に申請し、承認を受ける必要があることが市水道事業給

水条例及び市下水道条例（これらの条例を以下「条例」という。）で定められている。しかし、

建築を請け負った工務店等の建築業者が、指定工事店制度や、工事を行う際には局へ事前に

申請が必要であることを理解しておらず、指定を受けていない事業者が局に無届で工事を実

施してしまう場合がある。

水道メーター検針員からの工事情報の提供等により、無届による工事が発覚した場合には、

局では速やかに指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店、現地の建築業者への聞き取

り調査等により工事申込人を特定し、工事申込人に対して工事に係る条例の制度等について

説明した上で、手続きを行うよう指導している。条例では正規の手続を経ずに工事を実施し

た場合の過料の請求について定めているが、上記のような無届による工事は年間でも数件で

あり、発覚した場合には局の指導により是正されているため、現状は過料請求には至ってい

ない。

工事の事前の届出は、実施される工事の設計等が適正なものであるかを確認するための重

要な手続である。無届による工事が発覚した場合には業者への是正・指導を今後も徹底する

とともに、ホームページ等で制度について掲載するなど、広く周知を行われたい。また、工事

事業者の指定申請時や 5年ごとの指定更新時には改めて局から制度の説明を行った上で、工

事事業者内においても手続の必要性等が周知されるよう局からも啓発を行うなど、無届によ

る工事の防止に努められたい。

２ 雨水貯留タンク設置助成金について

雨水貯留タンク設置助成金（以下「助成金」という。）は、自らの住宅に雨水貯留タンクを

設置しようとする者に対して、助成金を交付することで雨水の流出抑制及び有効利用を図り、

良好な水循環型社会の創出と意識の高揚を図ることを目的としている。

助成金の額等は市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱において定められており、局が別に

定めた設置基準（容量 100 リットル以上）を満たしている雨水貯留タンクの購入・設置費用

の総額の 2分の 1以内で 30,000 円を限度として交付している。

直近 3か年における助成金の予算と実績は下表のとおりである。

予算

Ｒ2～Ｒ4 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

事前件数（件） 50 50 46 58

申請件数（件） 50 34 37 40

完了件数（件） 50 33 35 39

助成金額（円） 1,500,000 756,000 729,000 875,000

タンク容量（L） 5,000 5,472 6,152 7,045

助成金の予算と実績について（局の回答による）

実績



3

局では制度の周知を図る目的で、阪急電鉄川西能勢口駅前のデジタルサイネージを活用し

た広報活動を行う等の取組を行っており、このような取組もあって申請件数等は微増傾向に

あるものの、予算の上限までには至っていない。

助成金は戸建て住宅を対象とした制度であるが、上記目的を達成するための手段としては

十分であるとは言えない。上記目的を達成するためであれば、例えば公共施設に率先して雨

水貯留タンクを設置して、啓発につなげることが考えられるため、このような施設の管理者

に対して改築等のタイミングに合わせて雨水貯留タンクを設置していくよう働きかける等の

取組を行う等、目的達成のための方策について検討されたい。

なお、助成金の申込み方法について、例えば令和 4年度の場合、6月 21日から 7月 1日ま

でを事前受付期間とし、事前受付期間内の申込者を対象にして 9月 30 日までを助成金の申請

期間としていた。この当初の申込みにおいて予算の上限まで至らなかったため、その後に追

加申請を受付けている。事前受付期間が短いことが申請件数の伸び悩みにつながっていると

も考えられるため、助成金の申請をする機会を広げ、助成金に対して興味を持っている人が

申請の機会を逃すことがないような工夫が望まれる。

３ 下水道使用料の算定に係る私設メーターの確認について

下水道使用料に係る汚水量の算定については、市下水道条例第 14 条第 2項第 1号で「水道

水を使用した場合は、水道の使用水量とする。」としている。同条同項第 2号で「水道水以

外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は管理者が別に定める基準により管

理者が認定する。」としている。水量の認定には、井戸水単独利用、井戸と水道との併用利用、

宝塚市に検針を委託している満願寺地区、冷却塔による減水のある事業所等があり、水量に

ついては各々の方法で算定している。

井戸水単独利用などは、各使用者が私設メーターを設置し、各使用者からのメーターの指

示数の報告を基に、下水道使用料を算定し、請求を行っているが、私設メーターの有効期限

と指示数の確認ができていない。

局では、計量法施行令第 18 条で、特定計量器である水道メーターの有効期間が 8年と定め

ているが、下水道の私設メーターは井戸水の水量を計量し下水道使用料請求の根拠とするも

のであり、水道の計量のみに適用される計量法が適用されるものではなく、法的根拠はない

としている。

しかし、経済産業省計量行政室発行による「計量法関係法令の解釈運用等について」によ

ると、井戸水における計量も特定計量器に含まれているとしており、局では、井戸水を私設

メーターで計量することで下水道使用料を算定しているため、特定計量器に該当する。その

ため、私設メーターにおいて有効期間の 8年を過ぎていないか確認し、法令を遵守する必要

がある。

私設メーターの指示数の確認については、各使用者からのメーターの指示数の報告を基に

局は下水道使用料の請求額を算定しているため、誤った指示数で報告されれば、局は誤った

金額の下水道使用料を請求することにもなりかねない。

私設メーターの使用者に対して、法令を遵守した計量器を使用し、正確に指示数の報告が

されるよう指導されたい。

４ 下水道使用料に係る督促手数料と延滞金の徴収について

「川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例」（以下「市税外

収入金徴収条例」という。）では、地方自治法第 231 条の 3第 2項に基づき、督促手数料及
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び延滞金の徴収等について徴収すると定められている。現状では、近隣自治体において督促

手数料及び延滞金が徴収されていないことを理由として、本市においても徴収されていない。

今後も徴収を免除するのであれば、その理由を明記し市税外収入徴収条例に則った適正な

事務手続きを行われたい。

５ 漏水減免制度の見直しについて

局では、これまで埋設部分等で漏水が生じ、当該箇所の修理完了後に利用者から漏水期間

の水量について減免の申請があった場合、水道料金・下水道使用料漏水減免取扱要綱（以下

「要綱」という。）に基づき減免の可否及び減免額を決定していた。

市民の漏水への意識向上を図り、市内の漏水対策につなげることを目的として要綱を見直

し、令和 5年 4月から減免率を上げて減免対象期を減らす予定である。

主な変更点は、減免対象期を連続 3期だったものを連続 2 期とし、地下埋設、壁面内部での減

免率を 3期とも 60％だったところを、1 期目を 90％、2期目を 60％へ改定する。

今後は漏水減免制度を変更した結果、早期の漏水修理の実施につながったのか検証し、よ

り効果的な漏水対策ができるよう努められるとともに、漏水減免制度が変更したことを市民

の方へ周知徹底されたい。

６ （株）川西水道サービスへの業務委託について

（1） 契約について

（株）川西水道サービス(以下「同社」という。）は市の第 3セクターとして平成 6年に設

立され、局から施設の維持管理、漏水調査業務など、水道事業における専門性と技術を要す

る業務を委託している。

同社が業者人員をとりまとめており、委託している業務に対応できる業者が他にない、と

いう理由で地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2号により複数の業務を同社と一者

随意契約しているが、決裁文書に市契約規則第 34 条ただし書きの条項が記載されていなかっ

た。また、契約書に規定されている仕様書について、添付がなされていなかったため提出を

求めたところ現状の業務に合致した仕様書が作成されておらず、実に 20 年以上仕様書を更新

していない状態であった。事業担当課、契約担当課共に仕様書がないことに気づかず契約事

務を行っていたものであり、局での契約事務及び書類管理はずさんであると言わざるを得な

い。また、契約に伴う受託者から提出されるべき書類の徴取も怠っていた。

当該契約に限らず契約に当たっては毎年同じ内容の業務を委託する場合であっても、業務

内容を精査したうえで仕様書を作成し、仕様書に則った業務遂行を指示し履行確認を行わな

ければならない。また契約の決裁文書に必要な契約理由や条項の記載があるか確認を行い、

必要な書類の確認をしっかり行い適切な事務を行う必要がある。

（2） 受託者にかかる業務の見直しについて

同社の設立目的は市民サービスの向上を目指し、水道施設維持管理業務の効率化を図るこ

とであり、漏水修繕業務を中心に、修繕の受付および発注、修繕や舗装工事の現場管理と維

持管理について、より専門的な対応を図り、地域業者との連携による迅速な対応を目指して

いた。しかし設立から 30 年が経過し維持管理業務は、修繕だけでは無く、漏水の主原因と

なっている鉛管の更新が中心となってきていることや、お客様センターを設置し窓口業務を

委託(他事業者）としたことから、閉開栓業務やメーター検針業務等料金部門における業務が

重なっている実態がある等、設立当時とは環境が変化している。また、業者の高齢化が顕著
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であり将来に対し担い手不足の不安が強く感じられている状況がある。

これらの課題に対応するため、委託業務の見直しをするとしている。

見直しの内容の 1点目として、現在局が担っている維持管理業務〔鉛管の更新、平日（開

庁時）の受付業務〕を局より分離、同社の業務と合わせて一元化し、維持管理業務〔日々の受

付業務（24 時間 365 日）、修繕や舗装の手配、メーター装置の取替、鉛管の更新や漏水調査〕

として令和 5年度から委託する。

2 点目として、現在同社が担っている料金関連業務である閉開栓業務やメーター検針業務

をお客様センターに一元化し委託する予定としている。

このことにより、同社の本来の設立目的である維持管理に特化した体制を構築し業務効率

を上げ市民サービスの向上に努めることができるようになり、また維持管理業務の一元化に

より同社を介して作業する業者に年間を通じて継続した業務環境を整えることで新規業者の

参画や水道業者の雇用を促進することができるとしている。

維持管理業務を一つの委託業務として契約することは、業務内容の細部が現在よりも見え

にくくなる可能性がある。業務遂行にあたっては、同社がとりまとめている地域の水道業者

に各業務を発注する際の発注先や発注金額の決定等に係る透明性や公平性の確保は重要であ

り、またその履行確認におけるモニタリングをどのように行うのか等、契約事務にあたって

はしっかりと業務内容の細部まで検証した仕様書を作成し、漏れの無いように行うことが必

要である。業務の完了時には課題としている技術の継承や人材育成の進捗状況の確認、更に

委託事業全体の経費や費用対効果など総合的に評価し適切な指導や委託内容の見直しを行う

等適正な業務管理を行うことで、住民サービスの向上に繋がるよう努められたい。

７ 市新水道ビジョン等について

（1） 市新水道ビジョンにおける進捗状況等について

市新水道ビジョン（以下「新ビジョン」という。）は、計画期間を令和元年度から 10年度

とし、水道事業における中長期的な事業運営の方針を示したものであり、従来の市水道ビジョ

ンの効果検証を行ったうえで作成されたものである。

新ビジョンにおいて、「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」（以下「改

良計画」という。）を策定している。

計画における基幹施設及び基幹管路の更新（耐震化）の実績（見込み）は、計画通りに進め

られており、計画最終年の 10 年度における目標値も達成できる見込みとしている。

今後は、2年度に改良計画を見直し、新たに策定した「水道施設再構築プラン」に基づき、

より更新費用の削減に努めるとともに、基本計画では将来的に委託水を縮小、廃止し、現状

有している 3水源を 2水源へ移行する方向としている。また現在策定中の「水運用基本計画」

の中では、水源の最適化及び久代浄水場の見直しを併せて検討するとしている。

将来の水需要の減少の推移やそれぞれの計画の方向性を考える中で、安価な委託水の継続

も含めた検討をする必要があるのではないか。水道は生命の維持と市民生活に必要不可欠な

ものであるため、災害時においても水道水の安定した供給ができる体制を持続されたい。

（2） 新ビジョンにおける経営戦略（※）の見直しについて

新ビジョンに含まれる経営戦略については、総務省が示す「経営戦略策定・改定マニュア

ル」に基づき、経営状況をはじめとした内部環境や経済状況、トレンドの移り変わりなど外

部環境の変化を反映するため、3年から 5年内の見直しを行う必要がある。

局では、令和 3 年度から 4年度にかけて市上下水道事業経営審議会を開催し、①「近い将

来に向けた財政収支の状況について」、②「水道料金改定（水道料金の値上げ）の考え方につ
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いて」、③「料金体系の見直しの重要性と時期について」の 3 点を中心に議論し、見直しを

行った。①については、当初の 10 年度までの財政収支試算から、4年度予算までの収益・費

用の直近の状況を反映した 14 年度までの財政収支試算に改定を行っている。当該見直しによ

り、赤字が発生する時期は見直し前の 5年度から 10 年度と先に伸び、経営状況は当初よりも

好転するとしている。また、経営に大きく影響する②と③については、6年度に受水費の単価

の見直しがあるため、それらを踏まえたうえで、新たな新ビジョンの策定を検討する時期で、

かつ、赤字が発生する見込みの前年度である 9 年度を目処に改めて検討を行う予定としてい

る。しかし、物価等の変動により、赤字発生年度が計画より早まり、赤字が継続的に発生し続

ける状況になる場合には、料金改定を前倒して検討することとしている。

経営戦略は、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経

営の基本計画である。今後も今回見直した内容と実際の経営状況に乖離が生じていないか注

視し、乖離が生じた場合には、必要に応じて状況に即した経営戦略の見直しを行うなど、健

全で持続可能な経営に取組まれたい。

※ 施設・設備投資の見通しである「投資試算」と財源の見通しである「財源試算」等で構

成される「投資・財政計画」（収支計画）を中心とするもの。

８ 改第 2号けやき坂・清和台配水区域水道基幹施設再構築耐震化事業について

本事業は、市新水道ビジョンの基本目標である｢確実な給水の確保｣を目指し、基幹施設、

管路の耐震化を図ることを目的として、令和 2 年度に公募型プロポーザル方式による業者選

定を行い、デザインビルド（設計及び施工一括発注）方式を採用し、5年度までの長期継続契

約を締結している。契約金額は 4年間で 9億 2,950 万円で、再構築にあたっては 4場 8 池あ

る配水池について 2 場 4池に統廃合を行うことで、工期の短縮そして将来的な維持管理費の

縮減を図るとしている。2年度に基本設計・詳細設計、3年度から 4年度にかけて、けやき坂

新高区、新低区配水池（仮称）が完成し、基幹管路については、けやき坂新高区配水池場内配

管を整備し約 90％が完了しており、5 年度は、ポンプ設備等を設置する管理棟の建築や場内

整備等を予定しており、6年 2月末の完成を目指すとしている。

一方、支払いについては、毎年度 1 回の出来高払いとしており、契約から 3 年経過した 4

年度末までの合計支払額（4年度は見込み）は、4億 5,518 万円であり、契約金額からすると

ほぼ半分である。契約期間は残すところ 1年あまりであるが、当該配水区域における安全か

つ安定した給水を確保するためにも資機材の調達状況を確認する等進捗管理をしっかりと行

い、計画通り完成するよう努められたい。

また、配水池の統廃合に伴う跡地については、局所有の他の未利用地と同様に十分に検討

のうえ有効活用されたい。

９ 水質試験に使用する毒物及び劇物の管理について

局では、水質基準に適合した安全な水道水をお客様に届けるために、水質検査計画に基づ

き検査を実施し、その検査結果を市ホームページで公表している。

局において、水質試験に使用する毒物及び劇物の適正な管理、取扱及び処分について、毒

物及び劇物の取扱及び管理要領で定めている。

水質試験に使用する毒物及び劇物の管理について調査したところ、同要領に基づく管理簿

に日付、薬品の残量、使用目的等の記載誤り、責任者の確認漏れが見受けられた。

水質試験に使用する薬品には、毒物、劇物、環境への悪影響を及ぼすものもあり、その取扱
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方法や管理方法は、関係法律（毒物及び劇物取締法、水質汚濁防止法、労働安全衛生法等）で

決められている。事件・事故の防止、使用者の安全確保、環境の保全はもちろんのこと、法令

に従い、厳正に使用、管理することを徹底されたい。

また、薬品を購入してすぐに大量に廃棄処分していた事例や長年使用していない薬品が

あった。

水質検査に使用する薬品類については、水質検査計画に応じた適正な在庫量となるよう購

入し、仮に不要な薬品が生じた場合には、速やかに適切に処分するよう留意されたい。

１０ 市新下水道ビジョン等について

（1） 市新下水道ビジョンについて

市新下水道ビジョン（以下「新ビジョン」という。）は計画期間を令和 2年度から 11年度

とし、下水道事業における中長期的な事業運営の方針を示したものであり、従来の市下水道

ビジョンの効果検証を行ったうえで作成されたものである。新ビジョンは国土交通省が示し

た新下水道ビジョンに基づいたものであり、総務省が策定を求めている中長期的な経営の基

本計画である経営戦略（※）の内容を含むものである。

経営戦略について、総務省が示している「経営戦略策定・改定マニュアル」では、「3～5

年毎の検証や評価、そして改定を行っていくというＰＤＣＡサイクルを導入して確立させる

必要がある。」と記載されている。このため新ビジョン策定から約 3 年経過したこの時点に

おける新ビジョンの経営戦略に対する評価等について尋ねたところ、財政収支試算において

は、各年度の純利益や資本的収支不足額は新ビジョンに掲げた数値を上回っており、また、

現金預金についても必要な額が確保されているとのことであった。

しかし、新ビジョンの目的を達成するために掲げている目標指標については、下表のとお

り、目標と実績との間に乖離が生じている項目が見受けられている。これに対し局の回答は、

新ビジョン策定時は点検・調査の独自データが無いことから、改築需要予測は国土交通省が

例示している作成例をもとに事業量の算出を行ったとのことであった。その後に行った点

検・調査の実績のデータをもとに必要な措置を講じられたい。

引続き必要な住民サービスを維持しつつ、施設更新等に必要な資金の確保に努めるなど、

効率的・効果的な経営を行うと共に、経営戦略を経営環境の変化に合わせて適切な時期に改

定していくことが望まれる。

※ 施設・設備投資の見通しである「投資試算」と財源の見通しである「財源試算」等で構

成される「投資・財政計画」（収支計画）を中心とするもの。

（2） 市下水道ストックマネジメント計画について

市下水道ストックマネジメント計画（以下「ＳＭ計画」という。）は、平成 30年 8 月に当

初計画が策定されたもので、下水道施設の機能診断や劣化予測に基づき適切な施設の保全対

管渠改善率

基準値（Ｈ30） Ｒ3計画値 Ｒ3実績値 Ｒ11目標値

22.54 35.93 34.65 80.25

8.2 14.1 12.6 29.2

管渠改善済延長（km)

管渠改善済延長/全ヒューム管延長（％）

経営戦略の評価としての目標指標の推移（局の回答のうち一部を抜粋）
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策を計画するものであり、ＳＭ計画に基づき優先順位をつけながら施設を更新し、維持管理

に係る事業費の平準化を図ることで、施設のライフサイクルコストを低くする効果が期待さ

れているものである。

前述の「経営戦略・改定マニュアル」では、「（経営戦略の）改定の際には、ストックマネ

ジメント等の取組の充実により中長期の収支見通し等の精緻化を図りながら、質を高めてい

く必要がある。」と記載されており、ＳＭ計画と経営戦略を含む新ビジョンには密接な関連が

あることから、これまでのＳＭ計画の実施状況等を尋ねた。これに対し局の回答は、令和元年

7 月と 3 年 3 月に計画変更を行っており、このうち 3 年 3 月の計画変更により管路施設の改

築・修繕計画をＳＭ計画に追加したことで、当初の想定に対し管路施設の改築事業量が少な

くなる見通しであることが明らかになり、それにより当初の建設改良費の支出見込みを改め

ることも含めて財政収支試算の見直しが必要であるとのことであった。

新ビジョンにおいて、ビジョンの計画期間内におけるＳＭ計画に基づいた投資計画を試算

すると、建設改良費について約 306 億円の削減効果が期待できるとしており、ＳＭ計画が新

ビジョンに与える影響が大きいことから、ＳＭ計画の変更による財政収支試算を適切に行い、

新ビジョンに反映させることが望まれる。

１１ 不明水対策について

不明水とは、汚水本管に流入する雨水や地下水等のことをいい、本市の場合、汚水本管と

公共汚水ますをつなぐ取付管がコンクリート製であるヒューム管や陶管によって整備された

地区において多く発生している。このことから雨天時に多量の雨水が取付管と汚水本管との

接合部分から汚水本管に流入しているものと考えられる。このほか、不明水の原因として各

家庭における雨水管の誤接続等も考えられる。

雨天時に汚水本管へ雨水の流入が集中することにより起きるマンホール等からの溢水は本

市に限らず全国的な課題になっているため、その対策等を尋ねたところ、このような不明水

を減少させるための抜本的な対策を施すことは不可能であり、バイパス管の設置や貯留施設

整備など、流入した雨水を溢水させない方策を検討していかざるを得ないとのことであった。

このような新たな方策について研究を進めるとともに、過去の汚水本管や公共汚水ますの

整備状況を確認し、建物の建替等があれば建築工事に併せて取付管等を更新できるような仕

組みの構築や、公共施設における雨水管の誤接続がないかの点検を行う等の方法も検討され

たい。

１２ 下水道事業における技術力の向上について

令和 4年 4月 1日時点における上下水道局職員は上下水道事業管理者を除き 66 名（フルタ

イムの再任用職員を含む）であり、下水道事業の職員数は 30 名でうち技術職員は 21 名（土

木技術職 16 名、電気技術職 5 名）となっている（水道事業の職員数は 36 名で、うち技術職

員は 23 名である。）。

下水道事業における技術の継承に対する課題について尋ねたところ、職員に求められる技

術について、従前は施設の整備業務に係るものが主であったものから、ストックマネジメン

トを代表とするような維持管理業務に係るものにシフトしてきているとのことであった。

下水道事業に代表されるようなインフラ事業において、今後もストックマネジメントに基

づく施設の維持管理等は必須であると考えられることから、求められる技術を把握し、整備

業務に係るものについては若手技術職員に効果的に継承し、維持管理業務に係るものについ

ては今後技術職員全体で組織的に習得し、組織の技術力を向上させていくことが望まれる。


